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議題（１）川口市産業振興指針の改定について 

３ 市内産業の課題（案）          <参考：現行指針 P.12～19> 

川口市産業労働行政審議会委員の意見、市内事業者実態把握調査（令和７年７月実施）（以

下「アンケート調査」という。）、市内企業訪問ヒアリング調査の結果等から本市産業に係る

主な課題を整理します。 

 

課題１ 市内企業の経営基盤の強化と生産性の向上 

 

（１）市内企業の経営基盤の強化 

本市の地域経済循環は域外に流出している支出が高く地域経済の活性化を図っていくた

めには、市内での生産・投資、消費を高め、企業や雇用者が稼いだ所得を市内に循環させて

いくことが必要です。地域循環を高めていくために、市内産業間での取引の活性化や、雇用

力が高い小売、製造、医療、福祉関連産業等を中心に市内における新たな需要の創出を図っ

ていくことが有効です。また、経済状況が大きく変化する中、中小企業・小規模事業者の経

営基盤の強化、設備投資などによる生産性の向上に向けた経済的支援をはじめ、将来に向け

て、本市の次代を担う産業を育成していくことも重要です。 

 さらに、感染症や自然災害等の脅威に対する事業者の事業継続力を高めるためのＢＣＰ

策定等に対する支援や持続可能な世界を実現するための国際目標を企業が成長戦略の一つ

として取り入れるＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）注1経営の普及についても取

り組みを強化していくことが必要です。 

 

（２）企業による稼ぐ力の創出 

 アンケート調査から、経営課題をみると、「価格高騰等への対応」（52.6％）に次いで、

「既存事業の販路・市場拡大、営業力の強化」（34.6％）、が上位に挙がっています。 

また、市内事業者のＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の取組状況については、

36.0％の事業者が「取り組む予定はない」と回答していますが、取り組んだ事業者のうち

65.5％の事業者が成果を実感しており、その主な成果は、生産性の向上、システムの利便

性向上、コストの減少などであり、原材料費や燃料費などの物価高騰への対応や物価高を

上回る賃上げの実現のためには、生産性向上のための設備投資、ＤＸ化や付加価値を高め

る事業展開が益々重要になっています。 

このように、中小企業・小規模企業を取り巻く厳しい事業環境において、事業者が自ら

新たな強みを形成していく活動に対する支援を強化していく必要があります。 

 

 

 

                                                   
1 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」 

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成される 
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経営課題 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（製造業） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （非製造業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.6%

34.6%

31.9%

23.2%

22.4%

18.7%

15.9%

11.1%

10.2%

9.2%

7.3%

4.3%

2.5%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

価格高騰等への対応

既存事業の販路・市場拡大、営業力の強化

人材採用・確保

事業承継

人材育成・強化

資金調達・資金繰り

生産性の向上

ＩＴ・デジタル技術の活用推進

技術力向上・研究開発の強化

新規分野への参入

働き方改革への対応

手形・小切手廃止に伴う電子記録債権への移行

その他

無回答

49.2%

39.5%

25.9%

25.6%

22.9%

21.4%

16.9%

15.4%

10.5%

9.8%

5.6%

5.6%

3.0%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

価格高騰等への対応

既存事業の販路・市場拡大、営業力の強化

生産性の向上

人材採用・確保

事業承継

人材育成・強化

資金調達・資金繰り

技術力向上・研究開発の強化

手形・小切手廃止に伴う電子記録債権への移行

新規分野への参入

ＩＴ・デジタル技術の活用推進

働き方改革への対応

その他

無回答

53.6%

33.7%

33.2%

23.2%

22.7%

19.2%

13.0%

12.7%

9.1%

8.7%

7.8%

2.5%

2.3%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

価格高騰等への対応

人材採用・確保

既存事業の販路・市場拡大、営業力の強化

事業承継

人材育成・強化

資金調達・資金繰り

生産性の向上

ＩＴ・デジタル技術の活用推進

新規分野への参入

技術力向上・研究開発の強化

働き方改革への対応

手形・小切手廃止に伴う電子記録債権への移行

その他

無回答

出典：川口市「令和 7 年度市内事業者実態把握調査速報値」 
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（３）創業、第２創業注2支援 

本市の創業数は埼玉県内で第２位に位置しており、経済センサスの産業分類別新設数を

見ると、平成２８年と比べ令和３年は、「卸売業・小売業」が他の業種よりも多く、「医療・

福祉」、「宿泊業、飲食サービス業」、「建設業」など、生活に関連する業種においても新

設数が多くなっています。 

創業を志す事業者が、本市で創業し、事業発展していくために、必要な資金の融資に加え、

産業支援機関等と連携し、創業しやすい環境づくりに取り組む必要があります。 

 

産業大分類別新設事業所数(民営)の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）販路拡大機会の充実 

アンケート調査では、経営課題として、「既存事業の販路・市場拡大、営業力の強化」が、

製造業では２番目に多く、非製造業では３番目に多くなっており、業種を問わず販路拡大が

重要な経営課題となっています。 

今後は、新たな販路開拓、情報収集の場づくりなど、市内外の市場や販路の開拓につなが

る多様な機会を充実させるとともに市産品や市内産業の魅力の発信が必要です。 

 

（５）企業誘致・企業用地の供給促進・事業拡大及び新事業進出支援 

 アンケート調査では、川口市で企業活動を実施するメリットとして、「取引先（販売・受

注先・仕入れ・外注先）が近い」（41.4％）、「交通の便が良い」（37.7％）、「市場規模が大き

い（ちょうど良い）」（15.9％）が上位に挙がっています。 

一方、本市の土地利用状況をみると、工場が撤退した跡地では住宅地化が進み、工業用地

から住宅用地への土地利用転換が進んでいます。工業用地の減少により、事業拡大意向を持

つ製造業者は、用地確保が困難になっています。 

                                                   
2 既に事業を営んでいる企業の後継者等が業態転換や新規事業に進出すること 
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出典：総務省統計局「令和 3 年経済センサス－活動調査」 
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産業の空洞化防止を図るため、東京都と隣接し交通の利便性が高い本市の立地特性や利

点を活かし、市内企業の事業拡大、また、市外から市内へ、経済波及効果の高い企業の誘致

を図り、地域経済の好循環を更に高めていく必要があります。 

また、新事業への進出を目指す事業者に対する情報提供等の支援を推進していくことが

必要です。 

 

川口市で企業活動を実施するメリット 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題２ 人材不足の解消・人材育成・就労環境の充実 
 
（１）人材の確保 

 アンケート調査から、雇用人員において、「不足」と感じる事業者は 30.8％で、業種別に

みると、「雇用人員に不足がある」と回答した事業者は「運輸業・郵便業・倉庫業」で５割

を超え、「福祉業」、「建設業」においても４割を超えています。また、経営課題を見ると「人

材採用・確保」が製造業では 25.6％と４番目に、非製造業では 33.7％と 2番目に多く、業

種を問わず人材不足は重要な経営課題となっています。人手不足が、売り上げ機会の逸失、

残業代・外注費のコストの増加、納期の長期化など、生産性の低下や業務の停滞を招くこと

のないよう、女性や高齢就業者が増加傾向にあることを踏まえ、幅広い世代を対象とした人

材確保に向けて対策を講じていく必要があります。 

 人材の確保に向けては、ハローワークや商工会議所と連携し、就職希望者と市内企業のマ

ッチングや若年者の就職支援を積極的に行い、安定した雇用促進を図る必要があります。 

 

41.4%

37.7%

15.9%

13.8%

12.3%

10.2%

8.3%

7.6%

6.9%

4.9%

4.1%

3.7%

3.1%

3.1%

2.4%

2.4%

2.3%

1.9%

1.6%

0.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

取引先（販売・受注先・仕入・外注先）が近い

交通の便が良い

市場規模が大きい（ちょうど良い）

わからない

同業者間で仕事が融通できる

地価・家賃が安い

人件費が安い

競合する他社が少ない

企業間の情報交換ができる

原材料の入手が容易

異業種間で仕事が融通できる

その他

流通コストが安い

無回答

豊かな自然環境

パート・アルバイトの確保が容易

欲しい情報が入手できる

産業支援機関が充実

一般事務・社員等の確保が容易

専門技術者・研究者の確保が容易

出典：川口市「令和 7 年度市内事業者実態把握調査速報値」 
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雇用人員の不足 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.1%

45.5%

44.6%

28.3%

27.6%

27.4%

26.2%

24.8%

16.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

運輸業、郵便業、倉庫業

福祉業

建設業

医療業

その他非製造業

製造業

卸売業

小売業

宿泊業・飲食サービス業

出典：川口市「令和 7 年度市内事業者実態把握調査速報値」 

30.8%

69.2%

不足と回答 過剰又は適正と回答・無回答
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281,068 

111,186 

26,932 

285,638

118,059

33,762

280,997 

122,962 

36,738 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

総就業者数

女性就業者数

高齢就業者数

（65歳以上）

平成22年 平成27年 令和2年

 

総就業者数・女性就業者数・高齢就業者数推移 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人就業者数推移 

（全業種） 

  平成 27 年 令和 2年 増減率(H27→R2) 

外国人就業者数 8,954 11,846 32.3% 

 

 

 

（２）人材育成、技術・技能の継承 

アンケート調査の経営課題をみると、「事業承継」（23.2％）、「人材育成・強化」（22.4％）

が上位に挙がっており、次世代への技術・技能の伝承の課題とあわせて、人材育成に向けた

支援を強化していく必要があります。 

 

（３）就労環境の改善 

人材の確保が慢性的な課題となっている状況において、働きやすい就労環境の整備は人

材の定着率を上げていくための有効な方策となっており、人材の確保・働く環境の向上は、

事業者にとっても喫緊の課題です。 

アンケート調査によれば、「人材採用・確保」を経営課題と挙げている事業者のうち、

22.7％が働きやすい環境整備の必要性を感じており、支援を強化していくことが重要です。 

 

 

 

増減率 
(H22→R2) 

0.0% 

増減率 
(H22→R2) 

10.6% 

増減率 
(H22→R2) 
36.4% 

出典：総務省統計局「平成 22 年・平成 27 年・令和 2 年国勢調査」 

出典：総務省統計局「平成 27 年・令和 2 年国勢調査」 
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課題３ 都市農業・緑化産業の持続的発展 

 
（１）都市農業・緑化産業への持続的支援 

 農業従事者の高齢化が進んでおり、後継者問題は深刻な課題となっています。 

 後継者不足や、後継者がいても継承時の相続税対策のために一部農地を手放すことで農

地が減少し、その結果、周辺地域の住宅化が進み営農環境にも影響がでています。 

多くの農家の経営状況は厳しく、農業経営だけでは生計を立てることが難しくなってい

ます。次世代の農業従事者を育成するためにも、都市農業・緑化産業の振興に向けて、これ

までと同様の事業支援だけでなく、次代を見据えた農業の６次産業化等の新たな取り組み

など、魅力的で持続可能な経営の支援を図っていく必要があります。 

 

経営耕地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家戸数の推移 
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403 389
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平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

（ha）

828
669 595

482
341

237
382

413

383

299

1,065 1,051
1,008

865

640

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

（戸）

自給的農家

販売農家

出典：農林水産省「農林業センサス※」 

※平成 12 年は販売農家、平成 17 年以降は農業経営体の数値 

出典：農林水産省「農林業センサス」 
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（２）特産農産物の PR 

本市では、伝統と技術を有する安行植木や、ぼうふう等の伝統野菜の生産など特色ある農

業が営まれており、これら本市農業を積極的に PR していますが、市民をはじめとする消費

者の認知度は十分とは言えないため、引き続き PR に力を入れるとともに、特産農産物の高

付加価値化（ブランド化）に向け取り組んでいく必要があります。 

 

（３）農地利用の最適化の推進・企業に対する誘致活動の実施 

 農業委員会と連携し、農地の管理が困難である農地所有者に対し、担い手の確保や新規参

入の促進に努めるとともに、遊休農地の解消に努め、農業参入に前向きな企業への積極的な

誘致活動を実施していく必要があります。 

 

課題４ 活発な商店街の振興 

 

（１）魅力ある商店街づくり 

商店街は、地域経済において重要な役割を担うとともに、地域の暮らしを支える生活基盤

として多様なコミュニティ機能も担っています。地域コミュニティの中心的な場としてに

ぎわい創出や地域交流を図る事業への支援を行うとともに、地域や個店の特性を活かした

魅力ある商店街づくりをめざし、商店街の活性化を図る必要があります。 

 

（２）消費者ニーズに応じた商業環境の創出 

 市内の商店街は、空き店舗の増加や後継者不足による閉店、来街者の減少等により、商店

街の衰退を加速させている状況にあります。また、消費者の生活様式の変化や郊外型商業施

設の出店等により地域商業をめぐる環境が大きく変化するなど、消費者ニーズに応じた商

業環境づくりが課題となっています。 

 

課題５ 地域産業資源を活かした地域経済の活性化 

 

（１）地域産業資源を活用した誘客 

 全国的に人口減少が進み、都市間競争が激化している中、様々なシティプロモーション活

動を通じて、本市のイメージ・知名度を向上させることで、交流人口・定住人口の増加や地

域経済の活性化を図っていく必要があります。 

豊かな自然や地域に根ざした文化芸術、さまざまな祭りや SKIP シティなど、本市の魅

力を形成している豊富な地域産業資源を活用した誘客の取り組みを充実していく必要があ

ります。 

 

（２）多様な主体による誘客・交流 

これらの取り組みの充実に向けて、市の取り組みだけでなく、多様な主体者による誘客・

交流活動を推進していく必要があります。 
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（３）SKIP シティの活用促進 

 映像関連産業の振興拠点としての機能を担う SKIP シティはアクセスの弱さ等から、十

分な活用に至っていません。一方、近年商業施設のオープンや NHK スタジオの建設など

SKIP シティの活性化に向けた新たな動きが出てきています。こうしたことを契機に、今後、

映像関連産業及び地域住民の利便性を向上させる産業の集積を進め、さらなる SKIP シテ

ィの活用を図っていく必要があります。  
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（参考）産業振興指針改定版（平成30年4月）　【基本方針】P.22～23

　　　　　　　　　 　【重点プロジェクト】p.32

基本方針（修正案） 説明内容（案） 重点プロジェクト（案）

方針１
 市内企業の経営基盤の強化を推進し、
稼ぐ力、魅力の創出を支援します

本市産業を支える中小企業・小規模企業等が更なる発
展を遂げるためには、力強く事業活動を行える環境整
備が重要であるため、企業の経営基盤の強化、稼ぐ力
の向上に繋がるよう支援します。また、創業支援に取
り組むとともに、充実した本市の交通ネットワークを
活かし、新たな需要を創出する企業誘致や新事業への
進出を支援します。

①企業の持続可能な経営基盤の強化・デジタル技術の
　活用等による生産性の向上と稼ぐ力の創出
②産業支援機関等と連携した創業支援の強化
③販路及び受発注機会の拡大・市内産業の魅力発信
④企業誘致・企業用地の供給促進・事業拡大及び
　新事業進出支援

方針２
 市内企業の人材育成、就労環境の充実
を支援します

全国的な人口減少時代に突入する中、人材不足や従業
員の高齢化に伴う後継者不足が深刻化しており、企業
等が安定した事業活動を行えるよう幅広い世代を対象
とした就職支援や人材育成に取り組みます。
また、就労者の定着率向上、就労環境や福利厚生の充
実に繋がる支援を行い、就労者が安心して市内で働き
続けられる環境を目指します。

⑤人材採用機会の充実
⑥人材育成、技術・技能の継承支援
⑦就労環境改善・向上支援

方針３
都市農業・緑化産業を振興 しますする
とともに、新規就農者を支援します

歴史と伝統を誇る植木を中心とした花きなど、本市の
特産農産物（生産地）の高付加価値化（ブランド化）
により、販路拡大を図ります。また、農業の６次産業
化や遊休農地の解消など農地利用の最適化を推進する
とともに、就農者の持続可能な経営を支援し、都市農
業・緑化産業の更なる発展を図ります。

⑧都市農業・緑化産業への持続的な支援
⑨特産農産物のPR
⑩農地利用の最適化の推進・企業に対する誘致活動
  の実施

方針４
 市内商店街・個店の魅力向上を支援
します

地域の暮らしを支える生活基盤であり、地域コミュニ
ティの中核的役割を担う商店街の魅力的な商業環境の
創出を支援します。また、個店の魅力を高め、店舗の
集客力向上に繋がる取り組みを支援します。

⑪賑わいと魅力ある商業の振興
⑫商店街・個店の魅力・集客力向上支援

方針５
地域産業資源の活用に取り組み むと
 ともに、起業・創業産業創出を支援し
ます

豊かな自然や歴史などに根差した多様な地域資源を活
用し、まちのイメージやブランド力の向上に取り組み
ます。また、本市産業の更なる発展に繋がるよう、映
像関連産業の集積を進めます。

⑬地域産業資源を活用した誘客事業の推進・支援
⑭SKIPシティを核とした映像関連産業の集積

基本方針（修正案）・基本方針説明内容（案）・重点プロジェクト（案）

産業振興指針目標

市内経済の好循環による産業が輝くまち
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報 告 事 項 （ １ ） 令 和 ７ 年 度 若 年 者 対 象 支 援 に つ い て  

 

令和５年度から開始した、若年者の市内定住と就労促進を目的とした中小企業従業員等奨

学金返還支援補助金（以下、奨学金返還支援金）と若年者定住就労促進家賃補助金（以下、

家賃補助金）について、令和７年度は対象者を拡大して実施する。 

 

１ 奨学金返還支援金（太字部分が令和６年度からの変更点） 

（１）対象者 

奨学金を返還している市内在勤の３０歳以下の正社員 

（２）補助金額 

市内在住者：年間１２万円以内（一月当たり上限１万円） 

   市外在住者：年間 ６万円以内（一月当たり上限５千円） 

   ※補助期間は最大６０ヶ月 

 

２ 家賃補助金 

（１）対象者 

市内の賃貸住宅に居住し、かつ市内在勤の３０歳以下の正社員 

（２）補助金額 

年間１２万円以内（一月当たり上限１万円） 

※補助期間は最大３６ヶ月 

 

３ その他 

  奨学金返還支援金と家賃補助金の補助期間は、合算して６０ヶ月とする 

 

 

【参考】令和６年度実績 

 

（１）奨学金返還支援金 

・申請件数：５１件 

   ・支給金額：４，５６５，７００円 

 

（２）家賃補助金 

   ・申請件数：３８件 

   ・支給金額：３，８３５，０００円 
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